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3 Work Plan 2013-2019（設立の6年計画）

• 他の競合する土地利用に対する、人工林施業の継続的利益向上

• NZ Forestry Science and Innovetion Plan （森林サイエンス・イノベーショ
ン計画）に基づく調査

• NZ woodブランド向上のための活動（Christchurch再建のための木材利
用を含む。）

• 森林所有者間のコミュニケーション、情報共有の活性化

• 森林管理経営におけるリスクやコストを抑えるための制度や規範の策
定及び関連する活動

◎FGLTの概要、年次報告及びその他の情報はホームページを参照

（http://www.fglt.org.nz/）

松木氏追加レポートから引用

1 背景

• Commodity levies Act 1990（一般生産品徴税法）を森林生産物に適用す
るため、New Zealand Forest Owners Association（大規模所有者協会）と
New Zealand Forest Farm Forestry Association（小規模所有者協会）は、
Forest Growers Levy Inc.（FGLT：森林生産者課税信託株式会社）を2013.3
に設立した。

• FGLTの目的は、NZの人工林林業の国内外での発展のため、徴税及び
税収を公平に各種研究開発分野へ配分すること。

2 徴税制度

• Commodity levies Act 1990及びHarvested Wood Product Levy Order 
2013（森林収穫物徴税令）に基づき、森林所有者から収穫量1t当たり
27cNZ$（1NZ$=80円：20円）とし、2014.1から施行された。

• 最初の6年間は、30cNZ$/tを超えないこととされ、現在も27cNZ$/tのまま。

• 使途、予算枠組みは毎年再協議され、承認を受けなければならない。

NZにおける森林利用に関する法制度と施業計画(その３）

松木氏追加レポートから引用
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ワークプログラムの分野（2019） 予算NZ$ 日本円換算
（1NZ$=80円）百万円

Research,Science & 
Technology

調査・研究開発 5,737,500 459

Health & Safety 健康・安全 849,000 68
Forest
Biosecurity/Surveillance

植物検疫 792,500 63

Marketing & Promotion 販売促進 768,000 61
Training & Careers 人材育成・キャリア 270,000 22
Environment 環境 151,500 12
SME Committee 中小企業委員会 90,280 7
transportation 物流 70,000 6
Fire 山火事 60,000 5
TOTAL 8,788,780 703

2019.1～12月期ワークプログラムと予算

松木氏追加レポートから引用
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2019.02.26 
ver.02 

事前調査報告書 
松木 法生 

 

 
1 森林所有に関する情報 
 
1-1 森林所有者が組織する団体の有無 
 
 NZ の森林所有者団体には次のふたつがある。 

 New Zealand Forest Owners Association (FOA) 
 New Zealand Farm Forestry Association (FFA) 

 
 ともに有料会員制で、首都 Wellington に本部を持つ全国機関。FOA が大手

企業を含み、主に大規模森林所有者で構成されるのに対し、FFA のメンバーの

ほとんどは小規模の林業経営者である。 
 FOA は他の主要業界関連団体との横のつながりも強く、（大規模）所有者の

代弁者として NZ 林業を代表する立場。FFA は各地域に支部を持ち、主に意欲

あり積極的に林業経営に関わる個人林家の間でのネットワーキングや知識共有

の場と言える。 
 
1-2 人工林所有構成 
 
 NZの人工林総面積171万haのうち、所有形態別の構成は表1のとおり（2017
年現在）。民間企業による所有が 96%と、1980 年代末に始まった人工林の民営

化はほぼ完遂したと言える。 
 

表 1：NZ の人工林所有形態（所有者別） 
 面積（ha） 割合 

民間企業 1,631,534 95.6%
地方政府 43,267 2.5%
中央政府 13,688 0.8%
国営企業 9,378 0.6%
登録公社 8,563 0.5%
 

  
 
 
  

参考 1
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ご質問を受け補足 
 所有形態（民有・公有）を問わず、原則として NZ の人工林、これすな

わち「生産林」と言える。その原則の中で、民有林であっても一部、環

境保全・地すべり防止などの理由で施業に規制のかかる区域は存在する

（法規制については後述）。 
 「中央政府」所有林は、そのほとんどが元来がマオリ族（先住民）所有

とする土地で、国との間にリース契約などを結んでいるもの。 
 「国営企業」所有林や「登録公社」所有林には、極めて一部の元国営林

の残りやジョイントベンチャー林、公的資本が入った研究所が所有する

見本林・研究林などが含まれる。 
 
 また、NZ の人工林総面積 171 万 ha のうち、面積階級別の面積と所有者数

は表 2 のとおり（2017 年現在。小規模の所有者数は筆者の推定を含む）。NZ
の人工林面積の 55%が、数でいうと 1%に満たない 10,000 ha 以上を持つ約 50
社で所有されている。 
 

表 2：NZ の人工林所有形態（面積階級別） 
 面積（ha） 面積 割合 所有者数 所有者数 割合 
10,000 ha + 942,406 55.2% 50 0.3%
1,000~9,999 ha 242,694 14.2% 119 0.8%
500~999 ha 53,277 3.1% 80 0.5%
100~499 ha 131,226 7.7% 677 4.5%
40~99 ha 56,756 3.3% 915 6.1%
< 40 ha 280,070 16.4% 13,159 87.7%
 
1-3 林業生産に参加する動機 
 
 林業生産に参加する動機は、端的には「収益を上げる」に尽きると思われる

が、副次的な理由は企業か個人かによって異なる。以下、考えられるものを幾

つか挙げる。 
企業の場合： 

 ビジネスとして収益を上げる。その最大化。 
 多角経営の中でのリスクヘッジ。 
 社会的責任。 

個人の場合： 
 個人として収益を上げる（例えば老後や次世代への蓄え）。その最大化。 
 樹木・林業に対する趣味・興味・愛情。 
 ライフスタイル。 
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 ともに収益の最大化が一番の動機であるから、そのためには売り上げを伸ば

し、コストを下げる努力が必要である。前者に関しては市況・価格の見極めが

肝要、後者は施業の集約化などがそれに当たろう。 
 
 
2 ニュージーランドの素材生産システムの全体像 
 
2-1 大まかな割合 
 
 NZ には素材生産システムとして（１）車両系（２）架線系（３）ヘリコプ

タ利用、が挙げられるが、（３）は僻地での極めて稀なケースに限られるため、

ここでの論考は（１）と（２）に絞る。 
 該当する統計資料の類は無いものの、近年の NZ の素材生産の 50~60%が車

両系により、40~50%は架線系によると推定できる（量ベース。面積ベースで

は割合がおおよそ逆転）。傾向としては、徐々にではあるが架線系の割合が増加

中である。その主な理由として、次にまとめる。 
 全国的に見て、徐々に、より傾斜のある土地での素材生産の割合が増え

ている。 
 環境面（特に土壌への影響）での配慮から、業界の流れとして近年は特

に架線系を推す風潮がある。 
 架線系のテクノロジーも進化してきて生産性が改善し、車両系に比べて

以前ほどコスト面でマイナスではなくなってきた（依然として車両系よ

りは高いが）。 
  
2-2 それぞれの代表的なモデルと実施地域 
 
 車両系・架線系は原則として作業地の傾斜によって使い分けられるため、NZ
の各地域にあっても、比較的平坦な場所では車両系が、急傾斜地では架線系で

の集材が多く見られる。 
 したがって「代表的なモデル」地域というものは特に存在しないが、例えば

北島中央部の広大な植林地が広がるCentral North Island地域は車両系システ

ムの割合が高いと推察できるし、今回訪問する北島東部の Hawke’s Bay 地域や

南島北部の Nelson 地域は、傾斜地の割合も比較的多いことから、架線系のシ

ステムも広く併用されていると考えられる。 
 図 1 は NZ の人工林分布、図 2 はそのうち地すべり危険地帯のゾーニング。 
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図 1：NZ の人工林分布（緑） 

 
 

 
図 2：NZ 人工林分布上、地すべり危険地帯 

（茶色=危険、赤=非常に危険） 
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3 素材生産事業のやや詳細な情報 
 
3-1 素材生産システムの選択 
 
3-1-1 作業仕組みの選択 
 「車両系システムか、架線系システムか」を選択する最も重要な基準は、伐

採現場の地形（傾斜）である。繰り返しになるが、平坦地では車両系が、急傾

斜地では架線系システムが用いられる。 
 一般に、傾斜 15%まではほぼ例外なく車両系が選択される。傾斜 15%~25%
の現場では、車両系も架線系も使われる。筆者は「車両系は 22%まで。」と聞

いた経験が複数回ある。「25%が目安。」とも良く言われる。ある近年の調査で

は、傾斜 25%以上の現場では、その 9 割で架線系が選択されたとあった。 
 地形（傾斜）以外で作業仕組みの選択に影響を与え得る因子としては、次の

ようなものが挙げられる。 
 林相 
 現場の規模 
 土質、足元のコンディション、気象条件 
 環境保全（特に土壌に対し）の必要性 
 立地条件と使用ワイヤの長さ 
 伐採業者の得手不得手や機械保持状況 
 近隣現場と集約する場合の最適化 
 コスト 

 
3-1-2 作業仕組みのタイプ（車両系） 
 車両系現場（平坦地）での伐採作業については今日、その 80%以上でフェラ

ーバンチャやハーベスタなどの高性能機械が利用されている（10 年前は 50%
程度）。 
 平坦地での集材には、スキッダ（ホイール型・クロール型）、トラクタ、フォ

ワーダが広く使われる。特にスキッダは、車両系のほとんどの現場で用いられ

ている（写真 1）。一般的な指標として、ホイール型スキッダは傾斜 20%程度ま

で、クロール型スキッダーが傾斜 30%程度まで、ホイール型トラクタはそれ以

上の傾斜での使用にも耐え得る。 
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写真 1：スキッダ（グラップル付・ホイール型） 

 
  
3-1-3 作業仕組みのタイプ（架線系） 
 架線系現場（傾斜地）での伐採作業については今日、その 35%程度でいわゆ

る機械化が進行している（10 年前は 1%程度）。近年は、急傾斜地でも使用可能

な車両系高性能伐採機械の利用が増えてきている（写真 2）。これらは架線集材

との組み合わせで使われる。目的は生産性と安全性の向上である。 
 傾斜地での集材は、タワー・ヤーダ使用が 57%（傾向）、スイング・ヤーダ

36%（傾向）、エクスカベータ・ヤーダ 7%（傾向）。 
 2018 年現在、策張仕組みの内訳は、ヤーダによるメカニカル・グラップル使

用が約 38%、shotgun or slackline によるモーター式キャレジが 18%、かつて

主流の North-bend（フォーリング・ブロック式）が 16%、モーター式クラッ

プルが 14%、Scab-skyline/high-lead が 10%。 
 特にこの 5 年ほどで、従来のマニュアル型からグラップル利用への移行が一

気に加速した。写真 3 のようなモーター付グラップル搬器の使用が順調に伸び

ており、架線下での安全性確保や生産性向上に貢献している。 
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写真 2：傾斜地でのハーベスタ利用 

 
 

写真 3：カメラ内臓のモーター付グラップル搬器 
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3-2 インターネット環境 
 
3-2-1 インターネット環境 
 NZ のインターネット環境（携帯電話ネットワーク）は、人口が都市部に集

中していることからも、全国的に決して進んでいるとはいえない。例えば北島

中央部で林業・林産業の中心でもある Rotorua は、NZ では中規模サイズの町

ではあるが（人口 72,500）、市街地から離れて 10 分も車を走らせれば圏外とな

ることは珍しくない。 
 森林地帯でワイヤレス・インターネット通信が実務上問題なく使える状況と

いうのは、近い将来では実現しないであろう。したがって既存・近未来のサー

ビスとしては、衛生回線経由となる。 
 
3-2-2 素材生産における活用 
 NZ における素材生産現場でのインターネット活用はいまだ導入期である。

今後の実用化の可能性については、隔地での林業作業に適したコストパフォー

マンスの高い移動型コミュニケーション・テクノロジーやサテライト・インタ

ーネット・ソリューションの商品化と同時進行で拡がっていくものと考えられ

る。 
 実用化された技術の例として、STICKS Harvester Woodflow Management 
(STICKS) が挙げられる。STICKS は StanForD 規格を使ったクラウド・ベー

スのオンライン・ツールで、地域全体や組織全体での StanForD と互換性のあ

る複数のオペレーションからの、リアルタイム・データの集計・加工･解析など

を可能にする。 
 

図 3：STICKS 活用のイメージ 
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3-3 採材 
 
3-3-1 採材地点 
 造材は伐採現場隣接地の山土場で行われるケースが圧倒的に多い。複数の林

区から全幹のまま一箇所に持ち寄られる大規模の「中間土場」は、NZ でも数

が限られる。 
 したがって山土場と中間土場での作業割合の概数でいうと、NZ 全体の収穫量

の 90%以上は、伐採現場付近の山土場にて短幹まで造材され出材されている。

土場で造材された丸太は、丸太市場などは介さず、そこから直で国内工場や輸

出港まで配送される。 
 NZ の労働安全基準によると、土場では以下が必ず確保されることと指導さ

れている。 
 運ばれてきた幹が安全に下ろせること。 
 各作業班ごとに安全に作業できるエリアが確保されていること。 
 現場の出材規模に合った丸太積みエリアが確保されていること。 
 休憩場所が設置されていること。 
 道具管理や燃料保管のためのエリアが確保されていること。 
 駐車スペースが確保されていること。 
 運材トラックが方向転換できるエリアが確保されていること。 
 ヤーダなどが安全に設置できること。 

  
3-3-2 地点を決定する最大の要因と考えられる要素（車両系） 
 主なものは次のとおり。 

 労働安全基準 
 地形（作業性・確保できる面積） 
 伐出量・規模 
 伐出の方向・順序 
 使用機械（サイズ・キャパシティ） 
 路網の配置・路網との距離 
 廃棄物管理 

表 3 に傾斜度別に見る典型的な車両系土場のレイアウトを示す。 
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表 3：典型的な車両系土場レイアウト(傾斜度別) 
 平坦な地形の場合、主に立木傾き方向

と伐採区画の形状が作業のパターンを

決定する。 
  

 やや傾斜のついた地形の場合、立木傾

き方向の重要度が増す。また、作業道計

画の必要性も増す。 

 傾斜地の場合、さらに標高線にそった

林道設置の必要性が増す。 
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3-3-2 地点を決定する最大の要因と考えられる要素（架線系） 
 主なものは次のとおり。 

 労働安全基準 
 地形（作業性・確保できる面積） 
 伐出量・規模 
 伐出の方向・順序 
 使用機械（サイズ・索張りの長さやたわみなど） 
 路網の配置・路網との距離 
 廃棄物管理 

 図 4 にふたつの典型的な架線系土場のレイアウトを示す。上図は道路脇のケ

ース、下図は尾根沿いのケース。 
 

図 4：典型的な架線系土場レイアウト(上は道路脇、下は尾根沿) 

 
 
  



－ 86 －

 
 

4 森林利用に関する法規制（ご質問を受け追加） 
 
4-1 基本的な法規制 
 
 従来からある、NZ 林業に直接関わる基本的な法規制としては以下がある。

その特徴を表 4 にまとめる。 
 Forests Act 1949 (Forest Amendment Act 1993 にて一部変更) 
 Forest & Rural Fires 1977 
 Forestry Rights Registration Act 1983 
 Crown Forest Assets Act 1989 
 Resource Management Act 1991  

  
表 4：従来からの法規制とその特徴 

Forests Act 1949 その内容の多くは（旧）林業省の行政上の行使力に関するところ

である。また、特に天然林の管理について詳しい。今では原則と

して禁止されている天然林の伐採や出材・加工は、この法規制に

基づくところが大きい。 
Forest & Rural Fires 1977 森林地域や郊外地域での山火事を防ぐための法規制。 
Forestry Rights 
Registration Act 1983 

土地所有とは別に、リースやライセンス契約などを含む森林所有

の権利に関する法規制。 
Crown Forest Assets Act 
1989 

国有人工林の民営化を機に、先住民であるマオリが元来所有する

（と主張する）権利を法制化したもの。 
Resource Management Act 
1991 

林業に限らずあらゆる土地利用に対して、その土地環境の持続性

への影響を規制したもの。 
 
4-2 National Environmental Standards for Plantation Forestry 

 上述の Forests Act 1949 などは制定が古く、国有人工林の民営化が大きく進

み産業構造が劇的に変化する以前のものであったことから、現代の人工林経営

やその所有形態に則した新しい規制の必要性が叫ばれてきた。特にこれまでは、

人工林の管理運営が環境面に与える影響を包括した規制はほぼ無いに等しいの

が実情であった。 
 その結果 2018 年に新しく施行されたのが、National Environmental 
Standards for Plantation Forestry (以下、NES-PF) である。これまでも地方

行政レベルで何らかの規制は存在したが、国レベルでそれらを統一したという

意味で、過去に無かった大きな一歩といえる。 
 NES-PF は上述 Resource Management Act 1991 の下で、人工林のマネジメ

ントが環境に与える影響をより細かく管理し、かつ様々な森林作業の効率を向

上させることを目的としている。特に以下の 8 つの活動について、環境に大き

な影響を与え得るものとして扱っている。 



－ 87 －

 
 

 新規造林 
 枝打ち・間伐 
 基礎土工事 
 河川横断 
 掘り起こし 
 収穫 
 機械による地ならし 
 再造林 

 
 たとえば地すべりの危険性に対しては危険度を階級分けする手法を、生物多

様性に対しては不要・有害樹種拡散のリスク管理や魚類の河川産卵地域確保の

手法などを提示している。 
 

図 5：NES-PF のリスク評価ツール例 
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追加調査報告書 
松木 法生 

1 森林伐採量に対する徴税制度 

1-1 背景

大小の森林所有者団体である New Zealand Forest Owners Association と
New Zealand Farm Forestry Association は、Commodity Levies Act 1990（一

般生産品徴税法）に則った森林からの伐採量に対する徴税制度の新設を検討す

るに当たり、そのための独立した業界代表組織が必要だと認識した。その結果、

首都 Wellington に Forest Growers Levy Trust Inc. (FGLT) が設立された。 
FGLT は森林からの伐採量に対する新規徴税制度を管理する業界代表組織で、 

2013 年 3 月に法人団体として設立された。FGLT 設立の目的は NZ の人工林林

業が国内外でさらに発展を遂げることであり、業務はそのために徴税し、徴税

額を公正に各種研究開発分野へ配分することである。  
理事は 7 名で、公正さを保つため、1,000ha 以上の森林所有者からの投票で

4 名、1,000ha 未満の森林所有者からの投票で 2 名、理事推薦による 1 名で構

成される。 

1-2 徴税制度

徴税制度は Commodity Levies Act 1990（一般生産品徴税法）および

Harvested Wood Products Levy Order 2013（森林収穫物徴税令）に則り、森

林所有者より収穫量 1 トンあたり 27 ニュージーランド・セントが徴収される。

徴税は 2014 年 1 月より開始した。 
徴税額については制度設立時、（１）徴税額は毎年再協議されること（２） 

2019 年 12 月までの最初の 6 年間は 30 セントを超えないこと、が確認された。

実際のところ、徴税額は 2014 年 1 月の施行以来、1 トンあたり 27 セントで変

わっていない。 
また、具体的な使用用途（Plantation Forestry Work Programme）とその

予算組みも、毎年再協議され承認を受けなければならない。 

  
 
 
 

参考 2
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1-3 ワーク・プログラム

徴税額の使用用途・目的の大筋は、設立時の「6 年計画（Work Plan 
2013-2019）」にて以下のように定められた。 

 他の競合する土地利用に対する、人工林林業の継続的利益向上。

 「森林サイエンス・イノベーション計画（NZ Forestry Science and
Innovation Plan）」に基づく調査。

 「NZ Wood」ブランド向上のための活動（Christchurch 再建のための

木材利用も含む）。

 森林所有者間のコミュニケーションや情報共有の活性化。

 森林管理経営におけるリスクやコストを抑えるための制度や規範の策定、

および関連する活動。

上記原則に基づき、先述のとおり具体的なワーク・プログラムと予算組みは

毎年協議され承認を受ける。2019 年 1~12 月期のワーク・プログラムとその予

算額を下表にまとめた。 

1-4 私見含む備考

 上記予算総額を 27 セントで割ると 3,300 万トンとなり、現在の収穫量

とほぼ一致する。

 「6 年計画（Work Plan 2013-2019）」は今年末で終了するため、新たな

計画が発表されるであろうが、多くの研究は複数年の継続案件であり、

大筋においてはここまでの活動が踏襲されるものと思われる。

 徴税額は毎年の再検討事項だが、ここまでも 27 セントで変わっておら

プログラムの分野 (2019) 予算NZ$
Research, Science and Technology 調査・研究開発 5,737,500
Health & Safety 健康・安全 849,000
Forest Biosecurity/Surveillance 植物検疫 792,500
Marketing & Promotion 販売促進 768,000
Training & Careers 人材育成・キャリア 270,000
Environment 環境 151,500
SME Committee 中小企業委員会 90,280
Transportation 物流 70,000
Fire 山火事 60,000
TOTAL 8,788,780
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ず、伐採量の大幅な増減も考えにくいことから、大きく変わることは無

かろう。 
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打ちされた丸太価格の好調があるので、27 セントは「それほど大きな額

ではない」という感覚がある。
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